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当初予算概要
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条 例 等 案 件
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１ 使用料及び手数料徴収条例及び兵庫県立兵庫津ミュージアムの設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例

１ 制定の理由

(1) 前回改定（平成26年度）からの物価上昇等を考慮し、高齢者の居住の安定確保に関する法律に

係るサービス付き高齢者向け住宅（以下「住宅」という）の登録手数料等について、その適正化

を図るため、所要の整備を行う。

(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正により、特定行政庁が許可したものに

ついて、容積率の特例に加え、新たに各部分の高さの特例が追加されたこと等を踏まえ、所要の

整備を行う。

(3) その他所要の整備を行う。

２ 制定の概要

使用料及び手数料徴収条例の一部改正

(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に関する手数料

物価上昇等を考慮し、登録手数料等の適正化を図るもの

ア 既存手数料の見直し

名称
主なもの

事務の区分 現行 改正後

サービス付き高

齢者向け住宅事

業登録申請手数

料及び登録更新

手数料

住宅の戸数が21戸以上30戸以下のもの 34,000円 42,000円

各戸の床面積が18㎡以上25㎡未満の場合又は

共用部分に共同して利用するための台所、収

納設備若しくは浴室を備えるもの（以下この

表において「台所等」という）である場合

41,600円 49,800円

法第６条第１項第12号の前払金を受領する住宅事

業とするものである場合

6,200円 6,300円

住宅への入居に係る契約を賃貸借契約以外の契約

とするものである場合

4,200円 4,200円

サービス付き高

齢者向け住宅事

業登録事項変更

手数料

住宅を追加するもの

（以下２(1)ア及びイ

において「追加変更」

という）である場合

追加変更戸数が21戸以上

30戸以下のもの

34,000円 42,000円

各戸の床面積が18㎡以

上25㎡未満の場合又は

共用部分に共同して利

用するための台所等を

備えるものである場合

41,600円 49,800円
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各戸の床面積を18㎡

以上25㎡未満とする

もの又は住宅の共用

部分に共同して利用

するための台所等を

備えるもの（以下２

(1)ア及びイにおいて

「面積等変更」とい

う）である場合

面積等変更戸数が21戸以

上30戸以下のもの

7,600円 7,800円

住宅の追加変更と面

積等変更とを併せて

行う場合

面積等変更戸数が21戸以

上30戸以下のもの

41,600円 49,800円

法第６条第１項第12号の前払金を受領する住宅事

業とするものである場合

6,200円 6,300円

住宅への入居に係る契約を賃貸借契約以外の契約

とするものである場合

4,200円 4,200円

イ サービス付き高齢者向け住宅事業登録事項変更手数料に以下の区分を新設

主なもの

事務の区分 新設

登録事項の変更が法第６条第１項第９号から第11号まで若しくは第14号に掲げる事項

又は同項第15号に掲げる事項（国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保

に関する法律施行規則（平成23年厚生労働省・国土交通省令第２号）第６条第５号に

掲げる事項のうち高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる

場合における当該事業者の委託契約に係る事項に限る。）（以下この部において「入

居者の資格等変更」という。）である場合

16,000円

住宅の規模又は構造若しくは設備を変更するもの

（以下この表において「規模等変更」という）であ

る場合

規模等変更戸数が21戸以上30

戸以下のもの

42,000円

追加変更と規模等変更とを併せて行う場合 追加変更戸数が21戸以上30戸

以下のもの

42,000円

追加変更と入居者の資格等変更とを併せて行う場合 追加変更戸数が21戸以上30戸

以下のもの

42,000円

規模等変更と入居者の資格等変更とを併せて行う

場合

規模等変更戸数が21戸以上30

戸以下のもの

42,000円

追加変更と規模等変更と入居者の資格等変更を併

せて行う場合

追加変更戸数が21戸以上30戸

以下のもの

42,000円
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(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する手数料

現行 改正後
手数料

名称 事務の区分 名称 事務の区分

要除却認定マンシ

ョンの建替えによ

り新たに建築され

るマンションの容

積率の特例許可申

請手数料

マンションの建替

え等の円滑化に関

する法律第105条

第１項の規定に基

づくマンションの

容積率に関する特

例の許可の申請に

対する審査

要除却等認定マン

ションの建替えに

より新たに建築さ

れるマンション又

は要除却等認定マ

ンションに係るマ

ンションの更新が

されるマンション

の容積率又は各部

分の高さの特例許

可申請手数料

マンションの再生

等の円滑化に関す

る法律第163条の

59第１項の規定に

基づくマンション

の容積率又は各部

分の高さに関する

特例の許可の申請

に対する審査

160,000円

(3) 建築基準法施行令の一部改正に伴い、本則の表21の部(41)の４の２中「第137条の12第６項又は

第７項」を「第137条の12第11項又は第12項」に改める。

３ 施行期日等

(1) 施行期日

令和８年４月１日。ただし、２(3)は、公布の日

(2) 経過措置

２(1)は、この条例の施行の日以降にされる高齢者の居住の安定確保に関する法律に関する手数

料について適用し、同日前にされた高齢者の居住の安定確保に関する法律に関する手数料につい

ては、従前の例による。
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２ 公の施設の指定管理者の指定

公の施設の指定管理者を次のとおり指定しようとする。

名 称 指 定 管 理 者 指定の期間

兵庫県立明石公園 明石市明石公園１番27号

公益財団法人兵庫県園芸・公園協会

理事長 多田
た だ

欣也
し ん や

令和８年４月１日から

令和９年３月31日まで

〔指定理由〕

明石公園は、管理運営に当たり高度な専門的知識の蓄積・活用等が必要と

される施設であり、県立都市公園における十分な管理運営実績及び豊富なノ

ウハウを有する公益財団法人兵庫県園芸・公園協会が、当該施設を堅実で良

好かつ効果的に管理運営できる唯一の団体であると認められるため。

兵庫県立淡路夢舞台

公苑、兵庫県立灘山

緑地及び兵庫県立淡

路島公園ハイウェイ

オアシスゾーン

淡路市夢舞台１番地

株式会社夢舞台

代表取締役 前田
まえ だ

正志
ま さ し

令和８年４月１日から

令和９年３月31日まで

〔指定理由〕

淡路夢舞台における経営ノウハウを活かし、ホテル及び各県立施設の管

理運営を一元的に行うことで、効率的で効果的な管理運営が期待できるた

め。
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